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【第１条関係】中野区職員の分限に関する条例新旧対照表

【第２条関係】中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

（休職の期間） （休職の期間）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に

対する前２項の規定の適用については、前２項中

「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２２

条の２第１項第１号及び同条第２項の規定に基

づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「３年

に満たない場合」とあるのは「法第２２条の２第

１項第１号及び同条第２項の規定に基づき任命

権者が定める任期に満たない場合」とする。

４ 法第２８条第２項第２号の規定に該当する場

合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所

に係属する間とする。

３ 法第２８条第２項第２号の規定に該当する場

合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所

に係属する間とする。

５ 第２条第１項の規定による場合における休職

期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

４ 第２条第１項の規定による場合における休職

期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

第５条 （略） 第５条 （略）

（復職） （復職）

第６条 第４条第１項（同条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）、第２項（同条

第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）及び第５項に規定する休職期間中であつ

ても、その事由が消滅したと認められるときは、

速やかに復職を命じなければならない。

第６条 第４条第１項、第２項及び第４項に規定す

る休職期間中であつても、その事由が消滅したと

認められるときは、速やかに復職を命じなければ

ならない。

２ （略） ２ （略）

第７条～第９条 （略） 第７条～第９条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

（通則） （通則）

第１条 中野区非常勤職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号

に掲げる職員及び第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職

第１条 中野区非常勤職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下

「職員」という。）の報酬及び費用弁償の額並び
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【第３条関係】外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例新旧対照表

【第４条関係】中野区職員の育児休業等に関する条例新旧対照表

員」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにそ

の支給方法については、特別の定めがあるものを

除くほか、この条例の定めるところによる。

にその支給方法については、特別の定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによる。

第２条～第５条 （略） 第２条～第５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 （略） 第２条 （略）

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条に規定する条件付採用になつている

職員（特別区人事委員会規則で定める職員を除

く。）

⑶ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２２条第１項に規定する条件附採用になつ

ている職員（特別区人事委員会規則で定める職

員を除く。）

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条～第１３条 （略） 第１条～第１３条 （略）

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。

⑴ 育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員

⑴ 育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をしている職員

⑵ 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の

非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項又は第２８条の

６第２項に規定する短時間勤務の職を占める

職員を除く。）

⑵ 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２８条の５第１項又は第２８条

の６第２項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員を除く。）

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上

である非常勤職員
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【第５条関係】中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表

イ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮

して規則で定める非常勤職員

（部分休業の承認） （部分休業の承認）

第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前

条第２号ア及びイのいずれにも該当する非常勤

職員のうち地方公務員法第２２条の２第１項第

１号に掲げる職員にあっては、当該職員について

定められた勤務時間）の始め又は終わりにおい

て、３０分を単位として行うものとする。

第１５条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始

め又は終わりにおいて、３０分を単位として行う

ものとする。

２ （略） ２ （略）

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認について

は、１日につき当該非常勤職員について定められ

た１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、

当該非常勤職員が勤務時間条例第１９条第２項

の規定に基づく規則の規定による育児時間又は

介護時間の承認を受けて勤務しない場合におけ

る部分休業の承認については、１日につき当該非

常勤職員について定められた１日の勤務時間か

ら５時間４５分を減じた時間から当該育児時間

又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間を超えない範囲内で行うものと

する。

第１６条～第１８条 （略） 第１６条～第１８条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項）

第３条 前条の規定により報告しなければならな

い事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）

を除く。）に係る次に掲げる事項とする。

第３条 前条の規定により報告しなければならな

い事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を

除く。）に係る次に掲げる事項とする。

⑴～⑽ （略） ⑴～⑽ （略）

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略）
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【第６条関係】中野区職員の配偶者同行休業に関する条例新旧対照表

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条中第２条第２項第３号の改正規定（「条件

附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（配偶者同行休業の承認） （配偶者同行休業の承認）

第２条 任命権者は、職員が申請した場合におい

て、公務の運営に支障がないと認めるときは、当

該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考

慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をする

ことを承認することができる。ただし、次に掲げ

る職員については、この限りでない。

第２条 任命権者は、職員が申請した場合におい

て、公務の運営に支障がないと認めるときは、当

該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考

慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をする

ことを承認することができる。ただし、次に掲げ

る職員については、この限りでない。

⑴ 法第２２条の規定により条件付採用となっ

ている職員

⑴ 法第２２条第１項の規定により条件付採用

となっている職員

⑵ （略） ⑵ （略）

第３条～第９条 （略） 第３条～第９条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）


